
茂原市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 現 行 

（休業日） 

第１４条の２ 学校教育法施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりと

する。 

（１） 学年始め休業日 ４月１日から４月４日まで 

（２） 夏季休業日 ７月１６日から８月３１日まで 

（３） 冬季休業日 １２月２６日から翌年１月４日まで 

（４） 学年末休業日 ３月２５日から３月３１日まで 

（５） 県民の日を定める条例（昭和59年千葉県条例第３号）に規定する日 

 

（定員） 

第１７条 幼児の定員は、次のとおりとする。 

幼稚園名 定員 

豊岡幼稚園 １９０名 

五郷幼稚園 ７０名 

新茂原幼稚園 ７０名 
 

（休業日） 

第１４条の２ 学校教育法施行令第29条の規定に基づく休業日は、次のとおりと

する。 

（１） 学年始め休業日 ４月１日から４月４日まで 

（２） 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日まで 

（３） 冬季休業日 １２月２４日から翌年１月６日まで 

（４） 学年末休業日 ３月２５日から３月３１日まで 

（５） 県民の日を定める条例（昭和59年千葉県条例第３号）に規定する日 

 

（定員） 

第１７条 幼児の定員は、次のとおりとする。 

幼稚園名 定員 

豊岡幼稚園 １９０名 

五郷幼稚園 ７０名 

中の島幼稚園 ７０名 

新茂原幼稚園 ７０名 
 

附 則（平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日茂原市教育委員会規則第Ｘ号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 


